
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会（第5回）  
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3．返品の現状等について（日本医薬品卸業連合会提出資料）   

4．これまでの流通改善懇談会における「返品」に関する主な御意見  
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1．モデル契約書（昭和62年9月25日医療用医薬品流通の近代化  

に関する報告書より）   

2．薬価基準制度の見直しを行うに当たっての論点（案）   



資料1  

17，10．07  

医薬品の流通の現状について  

（日本医薬品卸業連合会）   



卸のグロスマージンの内訳（年次推移）  

年度   グロスマージン   売差   割戻し＋アローアンス   

4   12．31   5．41   6．90   

10   10．47   3．16   7．31   

9．58   2．40   7．18   

12   9．00   2．01   6．99   

13   8．67   0．50   8．17   

14   8．60   0．00   8．60   

15   8．30   －1．20   9．50   

16   7．96  

T■   

資料：医薬品卸業の経営概況  



総価取引の実態について  

1．200床以上の病院  

取引先軒数に  売上高に占める  
占める割合  割合  

61．9％  48．3％  

取引先軒数に  売上高に占める  
占める割合  割合   

52．2％  40．2％  

47．8％  59．8％  

36，4％  36．4％  

11．4％  23．4％  

平成16年度   

（1）単品契約  

（2）総価契約  

内訳 単品総価契約  

全品総価契約  

平成15年度   

（1）単品契約  

（2）総価契約  

内訳 単品総価契約  

全品総価契約  

51．8％  

22．4％  

29．4％  
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※総価契約の定義   

複数の品目が組み合わされている取引において、総価で交渉し   
総価に見合うよう個々の単価を卸の判断により設定する契約（単   

品総価契約）又は個々の単価を薬価一律値引で設定する契約（全   

品総価契約）をいう。  

※売上高に占める割合＝医療機関又は調剤薬局チェーン   

に対する年間売上高÷200床以上の医療機関又は調剤   
薬局チェーンに対する年間売上高の合計  

※本データは主要卸の各年度9月の実績を集計したもの。  
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未妥結・仮納入の実態について  

1．200床以上の病院  

平成16年度において  
妥結に至るまでの期間  

3ケ月まで   

3ケ月超 6ケ月まで   

6ケ月超12ケ月まで  

12ケ月超  

売上高に占める  
割合  

15．0％   

12．0％  

59．2％   

13．8％  

取引先軒数に  
占める割合   

27．4％  

14．6％  

52．8％   

5．2％  

平成14年度において  
妥結に至るまでの期間  

3ケ月まで   

3ケ月超 6ケ月まで   

6ケ月超12ケ月まで  

12ケ月超  

取引先軒数に  売上高に占める  
占める割合  割合  

27．5％  24．1％  

22．6％  23．6％  

42．7％  38．4％   

7．2％  13．9％  

2．調剤薬局チェーン（20以上の店舗を有するもの）  

平成16年度において  
妥結に至るまでの期間  

3ケ月まで   

3ケ月超 6ケ月まで   

6ケ月超12ケ月まで  

12ケ月超  

売上高に占める  

割合  

24．2％   

23．6％   

38．4％   

13．8％  

取引先軒数に  
占める割合   

26．6％  

24．9％  

38．2％  

10．3％  

平成14年度において  
妥結に至るまでの期間  

3ケ月まで   

3ケ月超 6ケ月まで   

6ケ月超12ケ月まで  

12ケ月超  

売上高に占める  

割合  

15．4％   

24．7％   

44．9％   

15．0％  

取引先軒数に  
占める割合   

13．7％  

24．8％  

51．3％  

10．2％  

※売上高に占める割合＝医療機関又は調剤薬局チェーンに対する年間売上高÷200床以上の医療機関又は調剤薬局チェーン   

に対する年間売上高の合計  

※本データは主要卸の各年度9月の実績を集計したもの。  
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資料2  

17．10．07  

医療用医薬品の流通改善に関する懇談会における検討事項について   

本懇談会においては、昨年6月より医療用医薬品の流通過程の現状を分析し、  

公的医療保険制度の下での不適切な取引慣行の是正等について検討を行い、昨  

年12月に中間的なとりまとめを行った。   

その中問とりまとめにおいて、「返品の取扱い」については、「今後、返品が  

求められるケースの実態把握に努め、モデル契約（昭和62年9月、医薬品流通  
近代化協議会策定）における明確な位置付け、できる限り返品を生じさせない  

取引の推進など改善に向けた取組が求められる。」とされている。   

これを踏まえ、モデル契約における措置等の改善に向け、「返品」について数  

回程度検討を行うこととしてはどうか。   



平成16年12月7日  

医療用医薬品の流通改善について「中間とりまとめ」  

医療用医薬品の流通改善に関する懇談会  

医療用医薬品の取引については、流通当事者間における自由かつ公正な競争  

の確保等の観点から、平成7年2月に医薬品流通近代化協議会（厚生省薬務局  

長（当時）が開催）が提言した「医療用医薬品の流通近代化の推進について」  

などを踏まえ、従来より、様々な努力が重ねられてきたところである。   

一方、近年、医薬分業の進展や卸売業の業界再編、IT化の進展など、医療  

用医薬品の流通に関する状況の変化がみられる。   

こうした状況を踏まえ、今般、当懇談会が開催され、医療用医薬品の流通過  

程の現状を分析し、公的医療保険制度の下での不適切な取引慣行の是正等につ  

いて検討を行うことにより、今後の医療用医薬品の流通改善の方策を検討する  

こととされた。なお、検討に当たり、医療用医薬品が医療を支える基盤であり、  

国民・患者がより良い医療を受けられるよう、①生命関連製品としての医療用  

医薬品の特性に即した流通過程における品質管理及び安定供給を確保すること、  

②公的医療保険制度の下、市場メカニズムが効率的かつ適切に機能するような  

自由かつ公正な競争を確保することが必要であることを確認した。   

当面、平成16年末を目途に一定の結論を得ることとし、平成16年6月よ  

り検討を重ねた結果、下記のとおり中間的なとりまとめを行った。なお、当懇  

談会は、今般の「中間とりまとめ」で検討を終了するのではなく、引き続き、  

残された検討事項や新たに生じた課題について検討を続けることとする。  

記  

○ 医療用医薬品の取引  

（メーカーと卸売業者との取引）  

・卸売業者の売上総利益に占める割戻し－アローアンスの比率は拡大傾向に   

ある。  

割戻し・アローアンスの支払基準の簡素化・合理化は概ね進展しているも  

のの、卸売業者が適切な利益管理の下、主体性をもって医療機関／調剤薬  

局との価格交渉を行えるよう、個々の契約当事者間の交渉により、アロー  

アンスのうち支払基準の不明確なものについては可能な限り基準を明確に  

することが望まれる。  

※ 割戻し：通常、売上高の修正として経理処理されるもの  

アローアンス：通常、販促費として経理処理されるもの  

2   



（卸売業者と医療機関／調剤薬局との取引）  

かつて過大な薬価差の問題が指摘されたが、薬価調査における推定禾離率  

をみると、平成3年度の23．1％から、平成15年度には 6．3％にまで縮小   

してきている。  

卸売業者と医療機関／調剤薬局との価格交渉は、個々の契約当事者間にお  

いて経済合理的に行われるべきであり、この場合の価格形成の条件として  

は、例えば、購入量、配送コスト、支払い条件（支払いサイト等）、信用状  

況等が挙げられる。   

グループやチェーンによる一括購入は、価格交渉を一括して行うことによ  

り、取引に伴う費用の低減効果が見込まれるが、個々の取引に当たっては、  

契約当事者間で、購入量としてのボリュームの多寡、個別の医療機関／調  

剤薬局への配送費用等を考慮し、経済合理的な価格交渉が行われることが  

望まれる。  

購入量の大きい医療機関／調剤薬局の多くで総価取引が行われている。総  

価取引は、1品ごとに価格交渉を行う取引と比べ、取引に伴う費用の低減  

効果はあることから、こうした取引は否定されるものではない。ただし、  

本来的には、医薬品を採用するに当たり、医薬品の価値と価格を考慮した  

上で採否を決定することが望ましい。  

総価取引のうち、医療機関／調剤薬局に対して品目ごとの価格が明示され  

ない取引は、薬価調査により把握されない取引であり、現行の薬価制度の  

信頼性を損なう取引であることから、公的医療保険制度の下では、個々の  

取引において、品目ごとの価格を明示することが望まれる。   

購入量の大きい医療機関／調剤薬局を中心に、長期に渡って未妥結・仮納  

入を継続する事例がみられる。これは、薬価調査により把握されない取引  

であり、現行の薬価制度の信頼性を損なう取引であることから、公的医療  

保険制度の下では、個々の契約当事者間の交渉により、こうした取引を是  

正することが望まれる。  

卸売業者と医療機関／調剤薬局との間の文書契約は浸透しつつあるが未だ  

不十分であり、医療機関等の理解と協力を得て、契約率の一層の向上が望  

まれる。契約の内容についても、契約に反して契約期間中の他の業者への  
一方的な業者変更などをすれば、契約不履行に該当することから、契約当  

事者間において、契約に基づいた取引が行われるべきである。  
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○ 医薬分業の進展、共同購入・一括購入に対応した情報提供のあり方   

一医薬分業の進展に伴い、従来納入されていた医薬品の納入がなされなくな  

る医療機関が増加し、その結果、医薬品の有効性及び安全性に関する事項  

その他医薬品の適正な使用のために必要な情報が適切に提供されないケー  

スがあるとの指摘がある。また、調剤薬局に対しては、院内薬局への情報  

提供に比して、十分な適正使用情報が提供されていないケースがあるとの  

指摘もある。メーカー及び卸売業者は、医療機関／調剤薬局に対し、適正  

使用情報を提供するよう努めなければならないとされており、当該医薬品  

を処方する可能性のある医療機関や調剤薬局に対しては、自らの責務とし  

てインターネットを活用する等の様々な手段を講じ、医療機関又は調剤薬  

局が必要とする情報を効率よく提供することが求められる。   

・共同購入や一括購入が行われた際には、納入先の調剤薬局がメーカー■卸  

売業者に対し最終納入先を通知することにより、最終納入先が適切に情報  

提供を受けられるようにすることが望ましい。  

○ 返品の取扱い   

■卸売業者と医療機関／調剤薬局、メーカーと卸売業者の間で、あらかじめ返   

品に関するルールを定めていないケースが多いが、医療安全又は資源の有効   

利用の観点から、今後、返品が求められるケースの実態把握に努め、モデル   

契約（昭和62年9月、医薬品流通近代化協議会策定）における明確な位置   

付け、できる限り返品を生じさせない取引の推進など改善に向けた取組が求   

められる。  

○ その他  

・医療安全の観点から、医薬品のトレーサビリティの確保に資する医薬 

通コードの標準化等を含め、医薬品t 医療業界全体のIT化への基盤整備  

に向け、引き続き、厚生労働省及び流通当事者による取組を推進すること  

が求められる。  

医療機関／調剤薬局における薬剤管理費用や調整幅の位置付け等の課題に  

ついては、引き続き、本懇談会において検討を続けることとする。  

④   
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17．10．07  

返品の現状等について  

（日本医薬品卸業連合会）   



返品理由  

返品総額に  

対する比率   

（％）  

1．品質等に関するもの  

包装変更   1．7   

回収指示   0．9   

股庇一不良品   0．5   

小 計  3．1  

2．販売政策に関するもの  

拡販施策による余剰品  

小 計  32．4   

3．医療機関／調剤薬局の管理に関するもの  

在庫調整   37．1   

処方の中止、変更   22．8   

閉院、閉店   3．2   

期限切迫、期限切れ   1．3   

小 計  64．5   

合 計   100．0  

※平成16年度の卸連合会推計で総返品率は、売上総額の約2・3％（約1 
にあたる。  
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医療機関との取引契約書における不当な返品条項の例  

例1   

0 納入された物品のうち、甲の都合により不用となった物品につ   

いては、納入価格で引き取るものとする。   

○ 前条については、特に期間を定めないものとする。  

例2   

0 既に納入した商品については、甲の都合により変更取替えの必   

要を生じた場合は、乙はこれを拒む事ができない。  

例3   

0 甲は、有効期限の表示のある医薬品について、有効期限満了6   

か月前までに申し出た場合は、交換できるものとする。  
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これまでの流通改善懇談会における「返品」に関する主なご意見   

医療用医薬品の包装変更は、医薬品そのものの品質あるいは価値を下げ  

るものではないことから、医療機関・調剤薬局においては、できる限り購  

入在庫（変更前の医薬品）を消化するべきではないか。   

製薬メーカーにおいては、包装変更を行なう場合には必ず卸の流通在庫  

の状況を十分に調査した上で実施するべきではないか。   

ただし、包装変更の中には、医薬品としての内容変更を伴うものもあり、  

これを流通現場に放置しておくことは混乱を招くことから、メーカーの団  

体のモデル契約書における返品条項に卸・メーカー双方で協議して扱いを  

決定する旨を明記するべきではないか。  

返品については、包装が開いたもののチェックが困難という問題がある。  

医薬品の安全性の観点からも包装を厳重なものとすることが必要ではない  

か（日薬連から各メーカーに対応を要請済み）。   

薬局は処方箋によって調剤する、いわば「受け身」の立場にあり、自ら  

の在庫管理が非常に困難。   

多量包装では期限切れになりがちであり、返品につながり易い。   

取引規模において返品に関して不公平な扱いがなされているのは問題で  

はないか。   

返品が起こる理由は過剰供給のためであるが、医薬品はその性質上過剰  

供給はやむを得ない面があることから、薬剤管理ということで需要管理費  

用を少し高め、そこで返品の費用をみることとしてはどうか。   

「期限切れ」や「不良在庫」といった原因は、メーカー・卸・医療機関  

等の連携によるマネジメントの工夫で解決可能なのではないか。   

生命関連商品である医薬品の品質保全を考えれば、管理責任の観点から  

返品は問題があるのではないか。   

製薬メーカーと卸と購入者側のそれぞれの立場に立ってみれば、製薬メ  

ーカーの包装変更による返品は、通常の返品とは分けて考えるべきではな  

いか。  
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医療機関に納入するに当たってロット番号等で要件を課ことが不要な返  

品を招いているのではないか。   

包装変更を行う場合には、メーカーとしては卸や医療機関に十分な周知  

期間をとっているが、包装変更品の返品が問題化してくる背景にはメーカ  

ー・卸業者・医療機関の間の情報連携の不備なども考慮することが必要と  

考えており、今後情報連携をいかに行って円滑な製品の切りかえを行って  
いくかが課題ではないか。   

買う側の不測の事態で返品というケースが本当にあるのかということを  

含め、返品率がどれくらいあるのか、イレギュラーな返品がどの程度ある  

のか等、一概に返品と捉えるのではなく、類型分けを行うべきではないか。   

医薬品は消貴量を調整できない点や、薬価制度の下で大量購入しても単  

価は変わらないといった点が通常のモノとは異なり、医療機関も薬局も在  

庫調整はできないという特徴がある。   

返品の類型分けを行い、薬剤管理車用のような別の仕組みの中でそれを  

解決せざるを得ないのではないか。   

医薬品の議論をしているのであって、それは患者に一番安全な方法を使  

ってストックをなるべく少なくするということを議論するというのが医薬  

品の流通の議論ではないか。   

医薬品については、必然的に過剰供給とならざるを得ない中で、返品は  

その流通の効率性にマイナスに働く。したがって返品については、流通関  

係者全体においてできる限り極小化するというコンセンサスを持つべきで  

はないか。   

返品問題は契約で標準的に整理すべきであり、メーカーと卸の間で、話  

し合いがなされるべきではないか。  

・写j   






























